
税務署に確定申告をされる場合の住宅ローン控除申告書の記入方法 

確定申告書には申告される所得の種類によって「Ａ」「Ｂ」などの様式があります。 

 

1,000円 ～ 3,299,000円 ②・④× 0.1
3,300,000円 ～ 8,999,000円 ②・④× 0.2－ 330,000円
9,000,000円 ～ 17,999,000円 ②・④× 0.3－ 1,230,000円
18,000,000円 ～ ②・④× 0.37－ 2,490,000円

②・④の金額 ⑤・⑦の金額

1,000円 ～ 16,499,000円 ③× 0.1
16,500,000円 ～ 44,999,000円 ③× 0.2－ 1,650,000円
45,000,000円 ～ 89,999,000円 ③× 0.3－ 6,150,000円
9,000,000０円 ～ ③× 0.37－ 12,450,000円

③の金額 ⑥の金額

申告書Ａ申告書Ａ申告書Ａ申告書Ａ     申告する所得が「給与」「（年金等）雑」「配当」「一時」だけの人が使用します。

申告書Ｂ申告書Ｂ申告書Ｂ申告書Ｂ  申告書Ａに該当しない、事業、不動産、総合譲渡等の所得のある人が使用します。

申告書第三表申告書第三表申告書第三表申告書第三表（分離課税用）

分離課税の譲渡所得、先物取引

所得や山林所得のある人、退職

所得の申告に申告書Ｂと併せ

て使用します。 

 


